
第１８号議案 

   加東市私債権管理条例等の一部を改正する条例制定の件 

加東市私債権管理条例等の一部を改正する条例を次のように定める。

令和２年３月２日提出

加東市長 安 田 正 義

加東市条例第 号

加東市私債権管理条例等の一部を改正する条例 

 （加東市私債権管理条例の一部改正）

第１条 加東市私債権管理条例（平成２６年加東市条例第７号）の一部を次のように改正す

る。

  第１５条を第１６条とし、第１４条を第１５条とする。

  第１３条に次の１号を加え、同条を第１４条とする。 

  (6) 第１１条の規定により徴収停止を行った場合において、当該徴収停止後相当の期

間を経過しても、同条各号のいずれかに該当し、債務を履行させることが困難又は不

適当と認められるとき。 

  第１２条を第１３条とし、第９条から第１１条までを１条ずつ繰り下げる。

  第８条ただし書中「第１１条第１項各号」を「第１２条第１項各号」に改め、同条を第

９条とする。

  第７条中「前条」を「第６条」に改め、同条ただし書中「第１０条」を「第１１条」に、

「第１１条」を「第１２条」に改め、同条を第８条とする。

  第６条の次に次の１条を加える。

（遅延損害金）

第７条 市長等は、前条の規定により督促した場合において、当該私債権の額に、その納

期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該私債権の額に民法（明治２９年

法律第８９号）第４０４条に規定する割合を乗じて計算した金額に相当する遅延損害金

額を加算して徴収する。

２ 前項に規定する年当たりの割合は、閏
じゅん

年の日を含む期間についても、３６５日当たり

の割合とする。



３ 前２項の規定により遅延損害金額を計算する場合において、その計算の基礎となる未

納金額に１，０００円未満の端数があるとき、又はその全額が２，０００円未満である

ときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

４ 前３項の規定により遅延損害金額を計算する場合において、その確定額に１００円未

満の端数があるとき、又はその全額が１，０００円未満であるときは、その端数金額又

はその全額を切り捨てるものとする。

５ 市長等は、災害その他のやむを得ない理由があると認めるときは、第１項の規定にか

かわらず、遅延損害金を減額し、又は免除することができる。

６ 市長等と債務者との間で遅延損害金について特別の定めをした事項については、前各

項の規定は、適用しない。

（加東市介護保険条例の一部改正）

第２条 加東市介護保険条例（平成１８年加東市条例第１２７号）の一部を次のように改正

する。  

第１１条に次の１項を加える。 

 ５ 市長は、災害その他のやむを得ない理由があると認めるときは、第１項の規定による

延滞金を減額し、又は免除することができる。 

（加東市営住宅条例の一部改正）

第３条 加東市営住宅条例（平成１８年加東市条例第１７０号）の一部を次のように改正す

る。

  第１８条の見出し中「延滞金」を「遅延損害金」に改め、同条第２項を次のように改め

る。

 ２ 入居者は、前項の督促を受けた場合においては、当該家賃に、その納期限の翌日から

納付の日までの期間の日数に応じ、民法（明治２９年法律第８９号）第４０４条に規定

する割合を乗じて計算した金額に相当する遅延損害金を加算して納付しなければならな

い。

  第１８条第３項中「第１項の指定納期限」を「納期限」に、「延滞金額」を「遅延損害金」

に改め、同条に次の１項を加える。 

 ４ 前３項に定めるもののほか、遅延損害金の徴収については、加東市私債権管理条例（平

成２６年加東市条例第７号）第７条第２項から第４項までの規定を準用する。 

  第３８条第４項中「年５分の割合」を「民法第４０４条に規定する割合」に改める。 

 （加東市後期高齢者医療に関する条例の一部改正） 

第４条 加東市後期高齢者医療に関する条例（平成２０年加東市条例第９号）の一部を次の

ように改正する。

  第６条に次の１項を加える。

５ 市長は、災害その他のやむを得ない理由があると認めるときは、第１項の規定による



延滞金を減額し、又は免除することができる。

   附 則

 （施行期日）

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。

 （経過措置）

２ 第１条の規定による改正後の加東市私債権管理条例第７条の規定、第２条の規定による

改正後の加東市介護保険条例第１１条第５項の規定、第３条の規定による改正後の加東市

営住宅条例第１８条第２項から第４項まで及び第３８条第４項の規定並びに第４条の規定

による改正後の加東市後期高齢者医療に関する条例第６条第５項の規定は、この条例の施

行の日以後に納期限が到来する債権について適用し、同日前に納期限が到来したものにつ

いては、なお従前の例による。



加東市私債権管理条例等の一部改正（要旨） 

１ 改正理由 

  民法の一部を改正する法律（平成２９年法律第４４号）が令和２年４月１日から施行さ

れ、民法（明治２９年法律第８９号）に規定する法定利率が年５％から年３％に引き下げ

られること等に伴い、市税を除く市の債権の取扱いに係る改正を行うものである。 

２ 改正内容 

 (1) 加東市私債権管理条例の一部改正（第１条関係） 

ア 遅延損害金に係る規定を加えること。（改正後の第７条） 

  イ 徴収停止後相当の期間を経過しても、債務を履行させることが困難又は不適当と認

められる場合は、当該私債権を放棄することができる規定を加えること。（改正後の

第１４条） 

  ウ 所要の文言整理を行うこと。（改正後の第８条～第１６条） 

(2) 加東市介護保険条例の一部改正（第２条関係） 

 延滞金の減免に係る規定を加えること。（第１１条） 

(3) 加東市営住宅条例の一部改正（第３条関係） 

ア 「延滞金」を「遅延損害金」に改め、利率を民法第４０４条に規定する割合に改め

ること。（第１８条） 

イ 明渡し請求により徴収することができる支払期後の利息を「年５分の割合」から

「民法第４０４条に規定する割合」に改めること。（第３８条） 

(4) 加東市後期高齢者医療に関する条例の一部改正（第４条関係） 

 延滞金の減免に係る規定を加えること。（第６条） 

３ 施行期日  令和２年４月１日 

第１８号議案 要旨



新   旧   対   照   表 

現       行 改   正   案 

○加東市私債権管理条例の一部改正（第１条関係） 

（督促） 

第６条 市長等は、市の私債権について、履行期限までに履行し

ない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければなら

ない。 

（督促） 

第６条 市長等は、市の私債権について、履行期限までに履行し

ない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければなら

ない。 

（遅延損害金） 

第７条 市長等は、前条の規定により督促した場合において、当該

私債権の額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数

に応じ、当該私債権の額に民法（明治２９年法律第８９号）第４

０４条に規定する割合を乗じて計算した金額に相当する遅延損害

金額を加算して徴収する。 

２ 前項に規定する年当たりの割合は、閏
じゅん

年の日を含む期間につい

ても、３６５日当たりの割合とする。 

３ 前２項の規定により遅延損害金額を計算する場合において、そ

の計算の基礎となる未納金額に１，０００円未満の端数があると

き、又はその全額が２，０００円未満であるときは、その端数金

額又はその全額を切り捨てるものとする。 

４ 前３項の規定により遅延損害金額を計算する場合において、そ

の確定額に１００円未満の端数があるとき、又はその全額が１，

０００円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨
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（強制執行等） 

第７条 市長等は、市の私債権について、前条 の規定による督

促をした後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、次

の各号に掲げる措置をとらなければならない。ただし、第１０条

の措置をとる場合又は第１１条の規定により履行期限を延長する

場合その他市長等が特別の事情があると認める場合は、この限り

でない。 

(1)～(3) （略）  

（履行期限の繰上げ） 

第８条 市長等は、市の私債権について、履行期限を繰り上げる

ことができる理由が生じたときは、遅滞なく、債務者に対し、履

行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第

１１条第１項各号のいずれかに該当する場合その他市長等が特に

支障があると認める場合は、この限りでない。 

（債権の申出等） 

第９条  （略） 

てるものとする。 

５ 市長等は、災害その他のやむを得ない理由があると認めるとき

は、第１項の規定にかかわらず、遅延損害金を減額し、又は免除

することができる。 

６ 市長等と債務者との間で遅延損害金について特別の定めをした

事項については、前各項の規定は、適用しない。 

（強制執行等） 

第８条 市長等は、市の私債権について、第６条の規定による督

促をした後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、次

の各号に掲げる措置をとらなければならない。ただし、第１１条

の措置をとる場合又は第１２条の規定により履行期限を延長する

場合その他市長等が特別の事情があると認める場合は、この限り

でない。 

(1)～(3) （略）  

（履行期限の繰上げ） 

第９条 市長等は、市の私債権について、履行期限を繰り上げる

ことができる理由が生じたときは、遅滞なく、債務者に対し、履

行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第

１２条第１項各号のいずれかに該当する場合その他市長等が特に

支障があると認める場合は、この限りでない。 

（債権の申出等） 

第１０条 （略） 



（徴収停止） 

第１０条 （略） 

（履行延期の特約） 

第１１条 （略） 

（免除） 

第１２条 （略） 

（放棄） 

第１３条 市の私債権について、市長等が次の各号のいずれかに

該当すると認めたときは、当該市の私債権の全部又は一部及びこ

れに係る損害賠償金等を放棄することができる。 

(1)～(5) （略） 

（報告） 

第１４条 （略） 

（委任） 

第１５条 （略） 

○加東市介護保険条例の一部改正（第２条関係） 

（延滞金） 

（徴収停止） 

第１１条 （略） 

（履行延期の特約） 

第１２条 （略） 

（免除） 

第１３条 （略） 

（放棄） 

第１４条 市の私債権について、市長等が次の各号のいずれかに

該当すると認めたときは、当該市の私債権の全部又は一部及びこ

れに係る損害賠償金等を放棄することができる。 

(1)～(5) （略） 

(6) 第１１条の規定により徴収停止を行った場合において、当

該徴収停止後相当の期間を経過しても、同条第１項各号のいず

れかに該当し、債務を履行させることが困難又は不適当と認め

られるとき。 

（報告） 

第１５条 （略） 

（委任） 

第１６条 （略） 

（延滞金） 



第１１条 保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付す

る場合においては、当該保険料の額に、その納期限の翌日から納

付の日までの期間に応じ、当該保険料の額につき年１４．６パー

セント（納期限の翌日から１月を経過する日までの期間について

は、年７．３パーセント）の割合をもって計算した金額に相当す

る延滞金額を加算して納付しなければならない。 

２～４ （略） 

○加東市営住宅条例の一部改正（第３条関係） 

（督促、延滞金  の徴収） 

第１８条 家賃を前条第２項の納期限までに納付しない者があると

きは、市長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。 

２ 入居者は、前項の規定により指定された期限（以下「指定納期

限」という。）までにその納付すべき金額を納付しないときは、

納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日まで期間

の日数に応じ、年１４．６パーセント（指定納期限の翌日から１

月を経過する日までの期間については、年７．３パーセント）の

割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付し

なければならない。 

第１１条 保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付す

る場合においては、当該保険料の額に、その納期限の翌日から納

付の日までの期間に応じ、当該保険料の額につき年１４．６パー

セント（納期限の翌日から１月を経過する日までの期間について

は、年７．３パーセント）の割合をもって計算した金額に相当す

る延滞金額を加算して納付しなければならない。 

２～４ （略） 

５ 市長は、災害その他のやむを得ない理由があると認めるとき

は、第１項の規定による延滞金を減額し、又は免除することがで

きる。 

（督促、遅延損害金の徴収） 

第１８条 家賃を前条第２項の納期限までに納付しない者があると

きは、市長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。 

２ 入居者は、前項の督促を受けた場合においては、当該家賃に、

その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、民法

（明治２９年法律第８９号）第４０４条に規定する割合を乗じて

計算した金額に相当する遅延損害金を加算して納付しなければな

らない。                         



３ 市長は、入居者が第１項の指定納期限までに家賃を納付しなか

ったことについてやむを得ない事由があると認められる場合にお

いては、前項の延滞金額 を減額し、又は免除することができ

る。 

（住宅の明渡し請求） 

第３８条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合に

おいて、当該入居者に対し、当該市営住宅の明渡しを請求するこ

とができる。 

(1)～(7) （略） 

２～３ （略）  

４ 市長は、市営住宅の入居者が第１項第１号の規定に該当するこ

とにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対

し、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の

住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に年

５分の割合        による支払期後の利息を付した額の

金銭を徴収することができる。 

５～７ （略） 

○加東市後期高齢者医療に関する条例の一部改正（第４条関係） 

３ 市長は、入居者が納期限      までに家賃を納付しなか

ったことについてやむを得ない事由があると認められる場合にお

いては、前項の遅延損害金を減額し、又は免除することができ

る。 

４ 前３項に定めるもののほか、遅延損害金の徴収については、加

東市私債権管理条例（平成２６年加東市条例第７号）第７条第２

項から第４項までの規定を準用する。 

（住宅の明渡し請求） 

第３８条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合に

おいて、当該入居者に対し、当該市営住宅の明渡しを請求するこ

とができる。 

(1)～(7) （略） 

２～３ （略）  

４ 市長は、市営住宅の入居者が第１項第１号の規定に該当するこ

とにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対

し、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の

住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に民

法第４０４条に規定する割合による支払期後の利息を付した額の

金銭を徴収することができる。 

５～７ （略） 



（延滞金） 

第６条 被保険者又は連帯納付義務者は、納期限後にその保険料を

納付する場合においては、当該保険料の額に、その納期限の翌日

から納付の日までの期間に応じ、当該保険料の額につき年１４．

６パーセント（納期限の翌日から１月を経過する日までの期間に

ついては、年７．３パーセント）の割合をもって計算した金額に

相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。 

２～４ （略） 

（延滞金） 

第６条 被保険者又は連帯納付義務者は、納期限後にその保険料を

納付する場合においては、当該保険料の額に、その納期限の翌日

から納付の日までの期間に応じ、当該保険料の額につき年１４．

６パーセント（納期限の翌日から１月を経過する日までの期間に

ついては、年７．３パーセント）の割合をもって計算した金額に

相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。 

２～４ （略） 

５ 市長は、災害その他のやむを得ない理由があると認めるとき

は、第１項の規定による延滞金を減額し、又は免除することがで

きる。 



加東市私債権に係る遅延損害金の減免基準を定める規則（案） 

（趣旨） 

第１条 この規則は、加東市私債権管理条例（平成２６年加東市条例第７号）第７条第１項

及び加東市営住宅条例（平成１８年加東市条例第１７０号）第１８条第２項に規定する遅

延損害金の減免基準について、必要な事項を定めるものとする。 

 （遅延損害金を減免する理由） 

第２条 加東市私債権管理条例第７条第５項及び加東市営住宅条例第１８条第３項に掲げる

市長及び公営企業の管理者（以下「市長等」という。）がやむを得ない理由があると認める

ときは、次のとおりとする。 

(1) 納付義務者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難に

遭ったことにより著しい損失を受けたとき。 

(2) 納付義務者又はその者と生計を一にする親族が罹患し、又は負傷したことにより多

額の出費を要したとき。 

(3) 納付義務者が罹患し、若しくは死亡し、又は身体の拘束を受け、他に納付を管理する

者がいなかったと認められるとき。ただし、当該納付義務者の死亡による場合は当該納

付義務者の相続人の確定又は相続財産管理人の選任がなされるまでの期間、身体の拘束

による場合は法令その他の理由により身体を拘束された期間に係る遅延損害金に限る。 

(4) 納付義務者が失職し、又はその事業につき著しい損失を受け、若しくはその事業が著

しい不振に陥り、休業し、廃業し若しくは倒産したとき。 

(5) 納付義務者が生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による扶助を受けているとき。 

(6) 納付義務者に生活困窮等の経済上の事情があったと認められるとき。 

(7) 納付義務者が法律上自己の財産処分が禁止状態にあるとき。 

(8) 納付義務者の責めに帰することのできない理由により、期限内に市の債権を納付す

ることが困難であったと認められるとき。 

(9) 納付義務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその財産の全部若しくは大部

分につき滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売の開始、企業担保権の実行手

続の開始、仮差押え若しくは仮処分がされているため、納付資金の調達が著しく困難で

あると認められるとき。 

(10) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第２４条第２項の規定により滞納処分の

中止を命ぜられたとき、又は更生手続開始の決定があったことにより、同法第５０条第

２項若しくは第３項の規定により滞納処分をすることができないとき。 

(11) 会社更生法第１６９条の規定により延滞金の減免について市長が同意したとき。 

(12) 賦課決定、更正若しくは決定（以下「賦課処分」という。）について誤りがあったた

め、減額の更正若しくは賦課決定をしたとき、又は裁決若しくは判決により賦課処分の
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全部若しくは一部が取り消されたとき。 

 (13) 労働災害（労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）第７条に規定する業

務災害及び交通災害をいう。）、交通事故、納付義務者が行方不明（納付義務者が死亡し

たときにおいて相続人がいない場合を含む。）等の理由により、第三者（納付義務者と生

計を一にする者を除く。）が市の債権を納付したとき。 

(14) 前各号に掲げるもののほか、市長等が特別な理由があると認めるとき。 

 （その他） 

第３条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 



加東市税外収入金に係る延滞金の減免基準を定める規則（案） 

（趣旨） 

第１条 この規則は、加東市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収条例（平成１８年

条例第５５号）第４条、加東市介護保険条例（平成１８年加東市条例第１２７号）第１１

条第１項及び加東市後期高齢者医療に関する条例（平成２０年加東市条例第９号）第６条

第１項に規定する延滞金の減免基準について、必要な事項を定めるものとする。 

 （減免の理由） 

第２条 加東市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収条例第４条、加東市介護保険条

例第１１条第５項及び加東市後期高齢者医療に関する条例第６条第５項に掲げるやむを得

ない理由があると認めるときは、次のとおりとする。 

(1) 納付義務者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難に

遭ったことにより著しい損失を受けたとき。 

(2) 納付義務者又はその者と生計を一にする親族が罹患し、又は負傷したことにより多

額の出費を要したとき。 

(3) 納付義務者が罹患し、若しくは死亡し、又は身体の拘束を受け、他に納付を管理する

者がいなかったと認められるとき。ただし、当該納付義務者の死亡による場合は当該納

付義務者の相続人の確定又は相続財産管理人の選任がなされるまでの期間、身体の拘束

による場合は法令その他の理由により身体を拘束された期間に係る延滞金に限る。 

(4) 納付義務者が失職し、又はその事業につき著しい損失を受け、若しくはその事業が著

しい不振に陥り、休業し、廃業し若しくは倒産したとき。 

(5) 納付義務者が生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による扶助を受けているとき。 

(6) 納付義務者に生活困窮等の経済上の事情があったと認められるとき。 

(7) 納付義務者が法律上自己の財産処分が禁止状態にあるとき。 

(8) 納付義務者の責めに帰することのできない理由により、期限内に市の債権を納付す

ることが困難であると認められるとき。 

(9) 納付義務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその財産の全部若しくは大部

分につき滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売の開始、企業担保権の実行手

続の開始、仮差押え若しくは仮処分がされているため、納付資金の調達が著しく困難で

あると認められるとき。 

(10) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第２４条第２項の規定により滞納処分の

中止を命ぜられたとき、又は更生手続開始の決定があったことにより、同法第５０条第

２項若しくは第３項の規定により滞納処分をすることができないとき。 

(11) 会社更生法第１６９条の規定により延滞金の減免について市長が同意したとき。 

(12) 賦課決定、更正若しくは決定（以下「賦課処分」という。）について誤りがあったた
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め、減額の更正若しくは賦課決定をしたとき、又は裁決若しくは判決により賦課処分の

全部若しくは一部が取り消されたとき。 

 (13) 労働災害（労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）第７条に規定する業

務災害及び交通災害をいう。）、交通事故、納付義務者が行方不明（納付義務者が死亡し

たときにおいて相続人がいない場合を含む。）等の理由により、第三者（納付義務者と生

計を一にする者を除く。）が債権を納付したとき。 

(14) 前各号に掲げるもののほか、市長が特別な理由があると認めるとき。 

 （その他） 

第３条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 


